介護雇用プログラムＱ＆Ａ（事業概要）
Ｑ　別の業種（会社）で働き続けながら、このプログラムに応募し、資格等をとることはできます
か。
Ａ　できません。このプログラムは、離職失業者などで介護の資格が無い方（ホームヘルパー３級のみの資格取得者は資格が無い方に含む）もしくは、介護の資格を有しているものの実務経験が無い方が対象となります。

このような方が、福祉・介護の施設等で１年間の有期雇用契約を結び、介護職員として働きながら、次のような講座等を受講し、資格を取得したり実務経験を積んだりしていただくものです。
資格が無い方・・・ホームヘルパー２級の講座等を受講していただきます。
資格が有るものの実務経験が無い方・・・県が別途指示する講座等を受講していただきます。
講座等がない時間帯は、施設等で介護の業務に従事していただきます。
なお、資格等を取得することだけを目的としている方は対象になりませんので、契約期間満了以降も、介護の業務に従事する意欲がある方が対象です。
Ｑ　ハローワーク等で求人に応募すれば、必ずこのプログラムを受けられるのですか。

Ａ　求人には限りがありますので、採用にあたっては、雇用事業者による採用選考があります。県が委託する雇用事業者に採用されない場合は、このプログラムを受けることはできません。

Ｑ　雇用期間は、１年間ですか。雇用期間満了時は、引き続き雇用されますか。

Ａ　このプログラムの雇用期間は１年間です。雇用期間満了時の継続雇用を前提とするものではありませんが、雇用者の勤務状況によっては、継続雇用につながる可能性もあります。継続雇用されない場合でも、ハローワークが福祉・介護分野での就労を支援することとなっています。

Ｑ　雇用形態は正社員ですか。

Ａ　正社員は一般的には雇用期限の定めのない職員を言いますので、このプログラムは１年間の有期雇用であることから、雇用形態は雇用期間の定めがある非正規職員となります。
Ｑ　賃金などの雇用条件はどのようになるのですか。

Ａ　雇用条件は各雇用事業者が決定しますので、ハローワークや福祉人材・研修センター（電話：０７７－５６７－３９２５）に提出されている求人票をよく確認してください。

Ｑ　勤務時間はフルタイムですか。

Ａ　本プログラムでは、雇用事業者が定める常勤の所定内労働時間の４分の３以上を勤務
する必要がありますので、ハローワークや福祉人材・研修センター（電話：０７７－５６７－３９２５）に提出されている求人票をよく確認してください。
Ｑ　介護の資格が無いのですが、受講するホームヘルパー２級の講座は、だれが決めるのですか。

Ａ　雇用事業者が本人と協議の上決定します。
Ｑ　ホームヘルパー２級研修の受講料は、誰が負担するのですか。
Ａ　雇用する事業者が負担します。
Ｑ　ホームヘルパー２級受講時間中は、休暇をとる必要がありますか。

Ａ　受講時間中も労働時間とみなして、賃金が支払われますので休暇を取得する必
要はありません。ただし、ホームヘルパー２級の通信制講座を受講される場合の自宅
学習時間の取り扱い（労働時間への算定）については、雇用事業者と協議してください。
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